
燃
や
さ
ず
に
処
理
す
る
に
は

 　

市
ご
み
の
分
け
方
・
出
し
方
「
我
が
家
の

収
集
日
」、「
ワ
ン
ポ
イ
ン
ト
ブ
ッ
ク
」
に
記

載
の
と
お
り
、適
切
に
処
分
し
て
く
だ
さ
い
。
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ル
ー
ル
を
守
り
ま
し
ょ
う
!

野
焼
き 

は 

法
律 

で

禁
止 

さ
れ
て
い
ま
す

問 

環
境
政
策
課

☎ 
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５
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７
６
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０
０
２

野
外
焼
却
（
野
焼
き
）
の
禁
止

　

ダ
イ
オ
キ
シ
ン
を
出
さ
な
い
た
め
、
ま
た

煙
や
悪
臭
で
近
所
に
迷
惑
を
か
け
な
い
た
め

に
、廃
棄
物
を
野
外
で
燃
や
す
行
為（
野
焼
き
）

は
、
一
部
の
例
外
を
除
き
「
廃
棄
物
の
処
理

及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
第
16
条
の
２
」
の

規
定
に
よ
り
原
則
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

違
反
者
に
は
５
年
以
下
の
懲
役
も
し
く
は

１
，０
０
０
万
円
以
下
の
罰
金
ま
た
は
そ
の
両

方
、
違
反
事
業
所（
者
）に
は
５
年
以
下
の
懲

役
も
し
く
は
３
億
円
以
下
の
罰
金
ま
た
は
そ

の
両
方
が
、
そ
れ
ぞ
れ
課
せ
ら
れ
る
対
象
と

な
り
ま
す
。
未
遂
で
も
同
様
で
す
。（
廃
棄
物

の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
第
25
条
第

１
項
第
15
号
、
同
第
２
項
及
び
同
法
第
32
条
）

　

平
成
13
年
に
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
な
ど
化
学
物

質
発
生
を
抑
制
す
る
た
め
廃
棄
物
処
理
法
が

改
正
さ
れ
、ダ
イ
オ
キ
シ
ン
が
発
生
し
な
い

仕
組
み
の
構
造
基
準
適
合
炉
以
外
で
の
焼
却

が
禁
止
さ
れ
、簡
易
焼
却
炉
（
ド

ラ
ム
缶
、
ブ
ロ
ッ
ク
製
の
炉
な

ど
）
の
使
用
も
法
律
違
反
と
な

り
ま
し
た
。

「
焼
却
禁
止
の
一
部
例
外
」

 　

 

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に

　

関
す
る
法
律
施
行
令
第
14
条

① 

国
や
地
方
公
共
団
体
が
、
そ

の
施
設
の
管
理
を
行
う
た
め
に
必
要
な
廃

棄
物
の
焼
却（
河
川
管
理
者
が
河
川
の

管
理
を
行
う
た
め
に
伐
採
し
た
草
木
の

焼
却
な
ど
）

② 

震
災
の
予
防
や
応
急
対
策
、
復
旧
の
た
め

の
焼
却（
災
害
時
の
木
く
ず
の
焼
却
な
ど
）

③ 

風
俗
習
慣
上
、
宗
教
上
の
行
事
の
た
め
の

廃
棄
物
の
焼
却（
ど
ん
ど
焼
き
な
ど
）

④ 

農
業
、
林
業
、
漁
業
を
営
む
う
え
で
や
む

を
得
な
い
廃
棄
物
の
焼
却（
焼
き
畑
な
ど
）

⑤ 

日
常
生
活
を
営
む
う
え
で
行
わ
れ
る
軽
微

な
焼
却（
暖
を
と
る
た
め
の
た
き
火
な
ど
）

※ 

近
隣
か
ら
苦
情
が
あ
っ
た
場
合
や
、
周
囲

の
生
活
環
境
が
損
な
わ
れ
る
場
合
は
、
中

止
の
要
請
を
行
う
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※ 

畑
で
の
家
庭
ご
み
の
焼
却
は
「
農
業
、
林

業
、
漁
業
を
営
む
上
で
や
む
を
得
な
い
廃

棄
物
の
焼
却
」
と
は
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
。

ブロック積み

ドラム缶 野焼き

一斗缶

「野焼き」の一例

　

野
焼
き
に
関
す
る
苦
情
が
市
役
所
に
頻
繁
に
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。
廃

棄
物
を
屋
外
で
燃
や
す
行
為（
野
焼
き
）は
「
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃

に
関
す
る
法
律
」
に
よ
り
一
部
の
例
外
を
除
い
て
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

野焼きによらない
廃棄物処分法（一例）

土がない状態
　→ 燃やせるごみ
※ 袋に入らない場合は直接焼却
場へ（10㎏につき 10 円）

枯葉・雑草

剪定枝
太さ5㎝、長さ40㎝未満
　→ 燃やせるごみ
※ 上記以上は粗大ごみとなるため、
施設へ直接搬入（受け入れ可能な
大きさは太さ 10㎝、長さ1m未満）

問 駿東伊豆消防本部
　【韮山地区】　
　田方北消防署　☎055-978-0119
　【長岡・大仁地区】
　田方中消防署　☎0558-76-0119

野焼きなどの焼却行為が原
因となって発生する火災

は、人災です。野焼きを行うと
きには、次の点に注意してくだ
さい。

①風の強い日は野焼きをしない
② 消火用具を必ず準備し、その
場を離れない
③ 野焼きが終わった後は確実に
消火し、完全に消えたか確認
する
④ 建物や可燃物の近くで野焼き
をしない
※ 焼却を許可するものではあり
ません。

問 税務課　☎ 055-948-2907

手続きはお早めに！

固定資産税の届出（申告）
　固定資産税は、毎年１月１日現在の土地・家屋・償却資産の所有
者に課税される税金です。次の場合は届出（申告）を行ってください。
　各種様式は、税務課窓口または市HPで入手できます。

家屋関係

このようなとき 届出（申告）

家屋を取り壊したとき
12 月 31 日までに家屋の一部または全部を取り壊した場合は、令和 2年
度から固定資産税の対象外となります。

未登記家屋の場合
『家屋滅失届』を提出してください。届出を行わないと、翌年度も課税
する恐れがあります。

登記済家屋の場合
法務局で『滅失登記』の手続きをしてください。ただし、滅失登記を行
わないとき、または滅失登記の手続きが 12 月 31 日に間に合わないとき
は、『家屋滅失届』を提出してください。

未登記家屋の所有権を
変更したとき

未登記家屋を 12 月 31 日までに譲渡（売買・相続・贈与など）した場合
は、市役所へ『未登記家屋所有者変更届』の提出が必要です。届出がな
い場合は、前所有者に固定資産税がかかります。

未 登記家屋とは／家屋は存在するが、法務局（登記所）備え付けの家屋登記簿に記載されていない
家屋のこと

償却資産関係
　市内で事業を行う法人・個人は、地方税法第 383 条の規定に
より、令和 2年 1月 1日に所有する償却資産に関する所定事項
の申告が必要です。対象者には、税務課から令和 2年度分の申
告書を発送します。12月中旬までにお手元に届かない場合や、
新たに事業を始めたという場合は、税務課までご連絡ください。

提出期間／令和 2年 1月 6日（月）～ 31日（金）
償 却資産とは／製造、小売、農業などの事業を営む個人・法人
が所有する、事業のために用いることができる構築物、機械、
運搬具、器具、備品などの事業用資産のこと 償却資産の一例

　経済産業省の認定を受けた法人や個人事業主が、事
業のために太陽光パネルを設置し、売電する場合、固
定資産税（償却資産）の課税対象となり、申告が必要です。
また、一般の人が住宅用家屋の屋根などに太陽光パネ
ルを設置する場合も、課税対象となる場合があります。
　今年新たに 10kw 以上の太陽光パネルを設置したと
いう場合は、一度、税務課までご連絡ください。

～太陽光発電設備を取得したときも申告が必要です～

太陽光パネル▲▶


